
第９期介護保険料基準額の算定にあたって留意した主なポイント

1 認定者数の推移や介護報酬改定を勘案した給付増加の見込み 4 地域区分の変更、介護人材確保にも配慮

2 基本的な国の考え方に基づき 5 介護保険給付費支払基金の取崩額の検討

・低所得者の保険料上昇に配慮 （単位：円）

・更なる標準段階の多段階化の検討

・高所得者の引き上げ

3 基準額に対する乗率の調整

　　　 ・第８期との差額への配慮

　　　 ・前後段階との差の調整

　　　 ・所得に対する負担割合や段階の分布人数に関する検討

令和８年度末基金残高見込

第９期（令和６～８年度）基金積立額

第９期（令和６～８年度）取崩額

令和５年度末基金残高見込 258,649,674

200,000,000

150,000,000

208,649,674
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第１～３段階　上段：軽減後、下段軽減前

所得段階

別人数
構成割合 年額

基準段階に

対する割合
年額

基準段階に対する

割合
月額 年額

（人） （％） （円） （％） （円） （％） （円） （円）

17,640 0.30 18,468 0.285 69 828

(29,400) (0.50) (29,484) (0.455) (7) (84)

26,460 0.45 28,382 0.438 160 1,922

(41,160) (0.70) (44,388) (0.685) (269) (3,228)

39,396 0.67 41,472 0.640 173 2,076

(42,336) (0.72) (44,712) (0.690) (198) (2,376)

第４段階
・本人は町民税非課税の人で、世帯の中に町民税課税者が含まれており、前年の合

計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
1,491 14.1% 55,860 0.95 57,024 0.880 97 1,164

第５段階
・本人は町民税非課税の人で、世帯の中に町民税課税者が含まれている人（第４

段階に該当しない人）
1,281 12.1% 58,800 1.00 64,800 1.000 500 6,000

第６段階 ・本人が町民税課税者で前年の合計所得が120万円未満の人 1,118 10.6% 73,500 1.25 73,872 1.140 31 372

第７段階 ・本人が町民税課税者で前年の合計所得が120万円以上160万円未満の人 935 8.8% 74,088 1.26 81,000 1.250 576 6,912

第８段階 ・本人が町民税課税者で前年の合計所得が160万円以上200万円未満の人 709 6.7% 74,676 1.27 86,832 1.340 1,013 12,156

第９段階 ・本人が町民税課税者で前年の合計所得が200万円以上300万円未満の人 941 8.9% 89,376 1.52 97,848 1.510 706 8,472

第10段階 ・本人が町民税課税者で前年の合計所得が300万円以上400万円未満の人 493 4.7% 90,552 1.54 109,512 1.690 1,580 18,960

第11段階 ・本人が町民税課税者で前年の合計所得が400万円以上600万円未満の人 366 3.5% 92,316 1.57 122,472 1.890 2,513 30,156

第12段階 ・本人が町民税課税者で前年の合計所得が600万円以上800万円未満の人 148 1.4% 102,900 1.75 136,080 2.100 2,765 33,180

第13段階 ・本人が町民税課税者で前年の合計所得が800万円以上1,000万円未満の人 86 0.8% 111,720 1.90 150,336 2.320 3,218 38,616

第14段階 ・本人が町民税課税者で前年の合計所得が1,000万円以上1,500万円未満の人 91 0.9% 123,480 2.10 165,240 2.550 3,480 41,760

第15段階 ・本人が町民税課税者で前年の合計所得が1,500万円以上2,000万円未満の人 44 0.4% 135,240 2.30 181,440 2.800 3,850 46,200

第16段階 ・本人が町民税課税者で前年の合計所得が2,000万円以上の人 107 1.0% 147,000 2.50 200,880 3.100 4,490 53,880

10,594 100.0%

・本人及び世帯全員が町民税非課税の人（第１段階・第２段階に該当しない人）第３段階

・本人及び世帯全員が町民税非課税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収

入額の合計が120万円以下の人（第１段階に該当しない人）

5.7%605

6.4%681

所得段階別人数（令和６年２月時点）
第８期

（4,900円）

第９期

（5,400円）

比較

（第９期ー第８期)

第２段階

・生活保護受給の人又は老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が町民税非課

税の人

・本人及び世帯全員が町民税非課税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収

入額の合計が80万円以下の人

第１段階

単位

14.1%1,498

41,342

41,796

0.638

0.645

15 182

△45 △540
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